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(57)【要約】
【課題】軸組構造を複雑化しなくても、意匠性を向上さ
せることのできる建物を提供する。
【解決手段】建物（１）は、屋根（１４）と、屋根の下
方に位置する特定階の外壁部（１２）とを備える。外壁
部（１２）は、屋根に交差する上側壁体部（２２）と、
上側壁体部の下方に位置する下側壁体部（２１）とを含
む。上側壁体部（２２）の表面は、下側壁体部（２１）
の表面よりも後退した位置に配置され、かつ、下側壁体
部（２１）の表面とは素材および色調の少なくとも一方
が異なっている。上側壁体部（２２）は、たとえば連窓
（４０）により構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根と、
　前記屋根の下方に位置する特定階の外壁部とを備え、
　前記外壁部は、前記屋根に交差する上側壁体部と、前記上側壁体部の下方に位置する下
側壁体部とを含み、
　前記上側壁体部の表面は、前記下側壁体部の表面よりも後退した位置に配置され、かつ
、前記下側壁体部の表面とは素材および色調の少なくとも一方が異なっている、建物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅などの建物に関し、特に、軸組工法で造られた木造の建物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、外観意匠性を高めるために、外壁表面側に凹凸を設けた住宅が提案されてい
る。
【０００３】
　たとえば、特開２０１３－１２７１８１号公報（特許文献１）には、上階の正面外壁に
片持ちのオーバーハング部を設けた住宅が開示されている。また、特開２０１４－１０９
１１７号公報（特許文献２）には、勾配屋根の妻側に配置される破風サッシと、その下の
階のサッシとを上下に連続して設けることで、外観に外壁が出てこないようにした住宅建
物が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１２７１８１号公報
【特許文献２】特開２０１４－１０９１１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　軸組工法で造られた建物において、特許文献１のように各階の外壁に凹凸を設ける場合
、梁および柱を含む躯体部の構造、すなわち軸組構造が複雑となる。また、特許文献２の
ように、切妻屋根の妻側の面が窓だけで構成されていると、屋根の存在が強調されるもの
の、重厚感に欠ける。
【０００６】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであって、その目的は、軸
組構造を複雑化しなくても、意匠性を向上させることのできる建物を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明のある局面に従う建物は、屋根と、屋根の下方に位置する特定階の外壁部とを
備える。外壁部は、屋根に交差する上側壁体部と、上側壁体部の下方に位置する下側壁体
部とを含む。上側壁体部の表面は、下側壁体部の表面よりも後退した位置に配置され、か
つ、下側壁体部の表面とは素材および色調の少なくとも一方が異なっている。
【０００８】
　好ましくは、建物は、特定階の天井付近に配置された第１梁部材と、第１梁部材と平行
に配置され、特定階の床を支持する第２梁部材とをさらに備え、外壁部が、第１梁部材お
よび第２梁部材間において上下方向に延びる複数の柱を含む。この場合、下側壁体部は、
柱よりも屋外側に設けられ、かつ、表面側に外装面部材を有する。上側壁体部は、柱間に
固定された窓部と、窓部の側端部に隣接し、柱の屋外面を覆う柱被覆部とを含むことが望
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ましい。
【０００９】
　好ましくは、上側壁体部が複数の窓部を含み、複数の窓部は、帯状に連ねられて連窓を
構成する。連窓は、外壁部の略全幅に亘って延在していることが望ましい。
【００１０】
　好ましくは、屋根は、外壁部の上端部に交差する軒天井を有する。この場合、窓部の奥
に位置する室内空間の天井と軒天井とは、同じ色調であり、かつ、略面一であることが望
ましい。
【００１１】
　建物は、外壁部の側端部に交差する側方外壁部をさらに備えている。側方外壁部には、
上側壁体部の窓部と連続的に設けられた側方窓部が設けられていてもよい。
【００１２】
　好ましくは、柱は、上側壁体部が固定される上側柱と、下側壁体部が固定される下側柱
とを有する。建物は、上側柱と下側柱との間に位置する第３梁部材をさらに備え、第３梁
部材と第２梁部材と一対の下側柱とで構成される枠体に、耐力要素が設けられていること
が望ましい。
【００１３】
　好ましくは、下側壁体部は、外装面部材に加え、柱の屋外面に沿って配置された内側面
部材と、外装面部材および内側面部材の間に設けられた通気層とを有している。この場合
、上側壁体部の表面は、内側面部材の厚み範囲内に位置していることが望ましい。
【００１４】
　好ましくは、特定階が、地上階よりも上の階である。この場合、建物は、外壁部の側方
側において、外壁部と同じ方向を向いて配置されたバルコニーの立壁部と、バルコニーの
上に位置するバルコニー天井とをさらに備えていてもよい。この場合、立壁部の上端とバ
ルコニー天井との間の間隔は、上側壁体部の高さ寸法と略等しいことが望ましい。
【００１５】
　この発明の他の局面に従う住宅は、上記いずれかに記載の建物を備える。住宅は、外壁
部の前方において、外壁部と略平行に配置された外構壁と、外構壁の上端との間に間隔を
あけて配置された外構天井とを備えることが望ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、軸組構造を複雑化しなくても、意匠性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態１に係る建物の正面側の外観図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る建物の縦断面を部分的に示す図であり、図１のＩＩ
－ＩＩ線に沿う断面図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る建物における、連窓の配置形状を模式的に示す平面
図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る建物の側面を模式的に示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１において、２階外壁部の要部を示す縦断面図であり、図２
のＶ部分を拡大して示す図である。
【図６】本発明の実施の形態１において、２階外壁部のうちの上部外壁部の横断面を部分
的に示す図であり、図３のＶＩ部分を拡大して示す図である。
【図７】本発明の実施の形態１において、側方窓部の位置における側方外壁部の横断面を
部分的に示す図であり、図３のＶＩＩ部分を拡大して示す図である。
【図８】本発明の実施の形態１において、水切部材の通気口の構成例を模式的に示す図で
あり、図５の矢印ＶＩＩＩの方向から見た水切部材の屋外側端部の図である。
【図９】本発明の実施の形態１における２階外壁部の軸組構造の一例を模式的に示す図で
ある。
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【図１０】第１の比較例における特定階の外壁部の軸組構造を模式的に示す図である。
【図１１】第２の比較例における特定階の外壁部の軸組構造を模式的に示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態１に係る建物における、連窓の他の配置例を示す図である
。
【図１３】本発明の実施の形態１に係る建物における、連窓のさらに他の配置例を示す図
である。
【図１４】本発明の実施の形態１の変形例に係る建物の構成例を模式的に示す側面図であ
る。
【図１５】本発明の実施の形態２に係る住宅の正面側の外観図である。
【図１６】公知の建物における外壁部の構造とその通気経路とを模式的に示す縦断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一また
は相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００１９】
　＜実施の形態１＞
　（概要について）
　図１および図２を参照して、本実施の形態に係る建物１の概要について説明する。
【００２０】
　本実施の形態に係る建物１は、柱と梁を用いた軸組工法で造られた木造の住宅である。
建物１は、たとえば２階建てであり、図１には、建物１の正面側の外観が示されている。
なお、建物１の正面とは、外観上において象徴的な面（ファサード）を表わし、典型的に
は屋外の通路に面する。本実施の形態では、たとえば、玄関扉１３が設けられた外壁の表
面側を正面側という。
【００２１】
　建物１は、平面視において略矩形形状であり、正面側の外壁部１０と、外壁部１０の両
側端部に交差する側方外壁部９１，９２と、側方外壁部９１，９２に交差し、外壁部１０
と平行な背面外壁部とを有している。側方外壁部９１は、外壁部１０の横幅方向一方側（
紙面上左側）に配置され、側方外壁部９２は、外壁部１０の横幅方向他方側（紙面上右側
）に配置されている。図１には、外壁部１０の横幅方向が矢印Ａ１として示され、図２に
は、外壁部１０の内外方向（厚み方向）のうちの屋外方向（すなわち正面側）が矢印Ａ２
として示されている。なお、屋外方向を前方、屋内方向を後方ともいう。
【００２２】
　建物１は、勾配屋根（以下「屋根」と略す）１４を備えている。屋根１４は、たとえば
寄棟屋根であるが、切妻屋根、片流れ屋根などであってもよい。屋根１４の軒先は、正面
側を向いていることが望ましい。そのため、本実施の形態において、正面側の外壁部１０
の上端部は、屋根１４の軒天井１５に交差（直交）している。
【００２３】
　軒天井１５は、水平方向に延在している。図２に示されるように、軒天井１５の軒元側
には、軒裏空間１６と屋外空間とを連通する軒天通気口１５ａが設けられている。なお、
軒天通気口１５ａは、軒先側に設けられていてもよい。
【００２４】
　建物１は２階建てであるため、正面側の外壁部１０は、１階外壁部１１と２階外壁部１
２とを含む。１階外壁部１１と２階外壁部１２とは段差なく連続的に設けられている。
【００２５】
　図２に示されるように、１階外壁部１１は、基礎上の土台（図示せず）と、２階の床８
１を支持する階間梁２５ａとの間に形成され、２階外壁部１２は、この階間梁２５ａと、
屋根１４を支持する屋根梁２５ｂとの間に形成される。土台、階間梁２５ａ、および屋根
梁２５ｂは、互いに平行である。本実施の形態において、これらは梁部材と称される。屋
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根梁２５ｂは、２階の天井８２付近に配置されている。
【００２６】
　１階外壁部１１には、窓がなく、玄関扉１３だけが設けられている。あるいは、玄関扉
１３も１階外壁部１１に配置されていなくてもよい。１階外壁部１１の表面は、平面状（
フラット）である。
【００２７】
　２階外壁部１２は、下側壁体部２１と上側壁体部２２と水切部材２３とを含む。水切部
材２３の位置を境界として、２階外壁部１２は、下側壁体部２１と上側壁体部２２とに分
けられる。水切部材２３については後述する。
【００２８】
　下側壁体部２１にも、窓がなく、下側壁体部２１の表面は平面状である。また、下側壁
体部２１の表面は、１階外壁部１１の表面と面一である。１階外壁部１１および２階の下
側壁体部２１の表面は、１階の玄関扉１３の部分を除き、外壁面である。外壁面は、後述
する外装面部材３１の表面に相当する。
【００２９】
　上側壁体部２２は、下側壁体部２１の上方に位置し、屋根１４の軒天井１５に交差して
いる。上側壁体部２２の表面は、下側壁体部２１の表面（外壁面）よりも後退した位置に
配置されている。
【００３０】
　本実施の形態において、上側壁体部２２は、複数の窓部４１（たとえば３つの窓部４１
ａ，４１ｂ，４１ｃ）が横幅方向に沿って（帯状に）連ねられた連窓４０により構成され
ている。つまり、外壁面よりもインセットされた連窓４０が、外壁部１０（２階外壁部１
２）の全幅に亘って設けられている。各窓部４１は、正面側から見て矩形形状であり、た
とえば横幅方向に長さを有している。
【００３１】
　このように、正面側の外壁部１０における表面側には、大部分において外装面部材３１
が配置され、その上端部分にのみ、インセットされた連窓４０が設けられている。また、
連窓４０は、正面方向に突出する軒天井１５に交差している。そのため、建物１は、外観
において、屋根１４が外壁から浮きあがったような印象（浮遊感）を与えることができる
とともに、重厚感を生じさせることができる。
【００３２】
　また、図２に示されるように、連窓４０の奥に位置する２階室内空間８０の天井８２の
下面は、正面方向に突出する軒天井１５の下面と略面一である。具体的には、これらの面
の高さに差が無いか、あったとしても１００ｍｍ以下であり、望ましくは５０ｍｍ以下で
ある。また、天井８２の下面と軒天井１５の下面とは同じ色調であり、かつ、これらの面
を構成する柄（たとえば木目）が同じ規則性を持って連続的に表れている。なお、同じ色
調を実現する方法としては、たとえば、室内空間８０の天井８２と軒天井１５とを同じ材
料で構成する方法があるが、限定的ではなく、これらの面の色彩の強弱および濃淡の調子
が同じであればよい。
【００３３】
　したがって、正面側から建物１を見た場合に、軒天井１５が連窓４０を超えて屋内側ま
で延びているような、奥行き方向の拡がりを感じることができる。屋根梁２５ｂの中心位
置からの屋根１４の外方への突出寸法は、４００ｍｍ以上であり、望ましくは９００ｍｍ
以上である。
【００３４】
　また、２階外壁部１２に隣接する室内空間８０においても、室内空間８０の天井８２が
、連窓４０を超えて屋外側（正面側）にまで延びているような、開放的な雰囲気を味わう
ことができる。
【００３５】
　屋根１４の浮遊感をより向上させるために、図３および図４に示されるように、側方外
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壁部９１，９２の正面側端部には、正面側の窓部４１ａ～４１ｃと連続するように、側方
窓部４１ｄ，４１ｅが設けられている。側方窓部４１ｄ，４１ｅの高さ寸法は、正面側の
窓部４１ａ～４１ｃと同じである。側方窓部４１ｄ，４１ｅもまた、他の外壁面よりも屋
内方向に後退したインセット窓であることが望ましい。
【００３６】
　これにより、正面側の連窓４０が外壁部１０のコーナー部を回り込んで略Ｕ字状に配置
されているように見える。また、屋根１４は、両側方にも突出しており、側方窓部４１ｄ
，４１ｅも、屋根１４の側方側の軒天部に交差している。その結果、真正面から見た場合
だけでなく、斜めから見た場合においても、屋根１４が浮き上がっているような印象を強
調することができる。
【００３７】
　なお、図３に示すように、背面外壁部９３や、側方外壁部９１，９２には、横幅方向の
一部分に通常の窓（たとえば腰高窓）などが設けられていてもよい。あるいは、１階外壁
部１１にも、連窓以外の通常の窓が設けられていてもよい。
【００３８】
　（２階外壁部の構造例について）
　次に、図５および図６をさらに参照して、正面側の外壁部１０における２階外壁部１２
の具体的な構造例について説明する。
【００３９】
　２階外壁部１２は、階間梁（第２梁部材）２５ａと屋根梁（第１梁部材）２５ｂとの間
において上下方向に延びる複数の柱２４を含む。本実施の形態では、図２に示されるよう
に、各柱２４は、下側壁体部２１が固定される下側柱２４１と、上側壁体部２２が固定さ
れる上側柱２４２とに分割されており、これらの柱２４１，２４２間に中間梁（第３梁部
材）２６が配置されている。柱２４１，２４２、および、梁２５ａ，２５ｂ，２６は、四
角柱形状である。
【００４０】
　下側壁体部２１は、柱２４（２４１）よりも屋外側に配置されている。下側壁体部２１
は、柱２４の屋外面（屋外側の面）に沿って配置される断熱材３２と、屋外空間に面する
外装面部材３１と、外装面部材３１および断熱材３２の間に設けられた通気層３３とを含
む。
【００４１】
　断熱材３２は比較的厚みが大きく、その厚み寸法Ｄ１は、たとえば９０ｍｍである。こ
の場合、柱２４の屋外面２４ａから外装面部材３１の表面までの突出寸法、すなわち下側
壁体部２１の厚み寸法Ｄ２は、たとえば１２０ｍｍ以上である。なお、下側壁体部２１の
厚み寸法には、後述の下地合板３６の厚みが含まれなくてもよい。
【００４２】
　外装面部材３１は、たとえばサイディング材である。外装面部材３１の表面は、たとえ
ば、柄を排除し、漆喰調の素材で形成されている。また、外装面部材３１の表面の色は、
白色系である。
【００４３】
　柱２４（２４１）の屋内側には、２階の室内空間８０に面する内装面部材３５が配置さ
れている。また、横幅方向において隣り合う柱２４間にも、断熱材３９が設けられていて
もよい。
【００４４】
　図２を参照して、窓部４１の高さ寸法（つまり、窓部４１の下端位置から天井８２まで
の高さ寸法）Ｌ１は、室内空間８０に面する内装面部材３５の高さ寸法（つまり、床８１
から窓部４１の下端位置までの高さ寸法）Ｌ２の１／２以下である。外観上において、窓
部４１の高さ寸法Ｌ１は、２階外壁部１２全体の高さ寸法（たとえば２６００ｍｍ程度）
の１／３以下であることが望ましい。具体的には、窓部４１の高さ寸法Ｌ１は、５００ｍ
ｍ以上８００ｍｍ以下である。
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【００４５】
　なお、１階外壁部１１の断面構造も、下側壁体部２１と同じである。また、図７に示す
ように、側方外壁部９２（９１）の断面構造も、窓部４１ｅ（４１ｄ）の部分を除いて、
下側壁体部２１と同じである。図７には、通気層３３内に設けられた胴縁３４が示されて
いる。
【００４６】
　上側壁体部２２は、柱２４（２４２）間に固定された窓部４１と、窓部４１の側端部に
隣接する柱被覆部４４とを含む。柱被覆部４４は、柱２４ごとに設けられる。上側壁体部
２２は、上述の外装面部材３１、断熱材３２、および通気層３３を含まない。また、柱２
４２の外側面のうち屋内側の面は、室内空間８０に露出していてもよい。
【００４７】
　上側壁体部２２の各窓部４１（４１ａ～４１ｃ）は、互いに隣り合う柱２４間に嵌め入
れられたサッシ（窓枠）４２と、サッシ４２内に嵌め込まれた透光性を有する板状のガラ
ス窓４３とで構成される。窓部４１のガラス窓４３の屋外面（表面）と柱被覆部４４の屋
外面（表面）とが、上側壁体部２２の表面を構成する。
【００４８】
　なお、窓部４１は、典型的には、ガラス窓４３を開閉できないフィックス窓タイプであ
る。これにより、外観において、上側壁体部２２をスッキリと見せることができる。
【００４９】
　窓部４１は、内外方向において、柱２４の屋外面２４ａの位置を跨ぐように配置されて
いる。また、窓部４１の外方端は、下側壁体部２１における断熱材３２の厚み範囲内に位
置している。つまり、窓部４１は、少なくとも、下側壁体部２１の通気層３３よりも屋内
側に位置している。より具体的には、窓部４１の外方端は、断熱材３２の厚み方向中央位
置よりも屋内側に位置していることが望ましい。窓部４１のうちガラス窓４３の表面は、
柱２４の屋外面より僅かに屋外方向に位置しているのみである。ガラス窓４３の表面は、
柱２４の屋外面よりも屋内側に位置していてもよい。
【００５０】
　図５に示すように、各窓部４１には、サッシ４２の上端部から上方に突出する取付け片
４２ｂと、サッシ４２の下端部から下方に突出する取付け片４２ｃとがさらに設けられて
いる。取付け片４２ｂは、屋根梁２５ｂ下の窓まぐさ（窓用横材）２７に直接または間接
的に固定される。取付け片４２ｃは、中間梁２６に直接または間接的に固定される。
【００５１】
　サッシ４２は、屋外方向に突出する突出枠４２ａを有していてもよい。突出枠４２ａは
、サッシ４２の外縁部分に設けられる。突出枠４２ａの外方端の位置も、断熱材３２の厚
み範囲内に位置していることが望ましい。これにより、下側壁体部２１の厚みと、インセ
ット窓とを強調することができる。
【００５２】
　図１および図６に示されるように、柱被覆部４４は、柱２４の屋外面を覆うように配置
されている。柱被覆部４４と柱２４との間には、下地合板４５および胴縁４６が介在して
いる。下地合板４５は、柱２４の屋外面に面接触している。各窓部４１には、サッシ４２
の両側部から側方に突出する取付け片４２ｄ，４２ｅが設けられており、取付け片４２ｄ
，４２ｅが、この下地合板４５を介して柱２４に固定されている。柱被覆部４４と下地合
板４５との間には、胴縁４６の厚み分だけ通気空間４７が形成されている。
【００５３】
　柱被覆部４４は、たとえばモールなどの装飾材によって構成される。柱被覆部４４の屋
外面（表面）の位置もまた、下側壁体部２１における断熱材３２の厚み範囲内に位置し、
より具体的には、断熱材３２の厚み方向中央位置よりも屋内側に位置する。
【００５４】
　窓部４１および柱被覆部４４の表面が、下側壁体部２１の表面よりも後退した位置に配
置されることで、下側壁体部２１の壁厚を強調することができる。具体的には、外張りの
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断熱材３２の厚みが通常よりも大きく、建物１の断熱性能の良さを外観において示すこと
ができる。
【００５５】
　また、図６に示されるように、ガラス窓４３の表面は、柱被覆部４４の表面よりも屋内
側に位置している。これにより、ガラス窓４３が、軸組としての柱２４間に嵌め込まれて
いるように見えるため、屋根１４下のインセット窓を強調することができる。
【００５６】
　また、柱被覆部４４および窓部４１のサッシ４２の色は、下側壁体部２１および１階外
壁部１１の表面の色よりも濃い色（たとえば茶系、黒系、紺系）である。これにより、屋
根１４の浮遊感がより一層高められる。また、柱被覆部４４および窓部４１のサッシ４２
（突出枠４２ａを含む）の表面を、木質の材料で形成することで、建物１の木軸を表現す
ることができる。
【００５７】
　ここで、本実施の形態においては、上側壁体部２２の表面が下側壁体部２１の通気層３
３よりも屋内側に配置されるため、下側壁体部２１の通気層３３は上側壁体部２２との境
界部において途切れる。そのため、通気層３３内の空気を、屋根１４の軒裏空間１６に到
達させることができない。
【００５８】
　図１６には、公知の建物１００における外壁部１１０の構造とその通気経路とが模式的
に示されている。外壁部１１０には窓が全くないか、外壁部１１０の横幅方向の一部分に
しか窓がないものとする。外壁部１１０は、建物１の２階外壁部１２における下側壁体部
２１と同様に、外装面部材１３１、断熱材１３２、および通気層１３３を含む。また、柱
２４の屋内面には内装面部材１３５が配置され、横幅方向において隣り合う柱２４間に断
熱材１３９が設けられている。
【００５９】
　建物１００では、階間梁（図示せず）と屋根梁２５ｂとの間に、中間梁２６は存在しな
い。また、断熱材１３２の厚み寸法Ｄ３は、本実施の形態の断熱材３２の厚み寸法Ｄ１よ
り小さく、たとえば３０ｍｍ（厚み寸法Ｄ１の１／３程度）である。
【００６０】
　外装面部材１３１は、軒天井１５と交差している。建物１００においては、通気層１３
３の上端部が軒裏空間１６に向けて開放されているため、通気層１３３内の空気は、軒天
通気口１５ａから適切に排気される。
【００６１】
　これに対し、本実施の形態では、上述のように、下側壁体部２１の通気層３３は、軒裏
空間１６に連通されていない。その代わりに、下側壁体部２１と上側壁体部２２との間に
設けられた水切部材２３によって、通気層３３内の空気が屋外空間に導かれる。
【００６２】
　（水切部材の構成および配置例について）
　図５および図６を参照して、水切部材２３の構成および配置例について説明する。
【００６３】
　水切部材２３は、下側壁体部２１の上端部を覆うように、上側壁体部２２の下端縁に沿
って配置されている。なお、本実施の形態では、連窓４０が平面視においてＵ字状に配置
されているため、水切部材２３もまた、平面視においてＵ字状に配置されている。
【００６４】
　水切部材２３の詳細な説明に先立ち、まず、水切部材２３の周辺の構造について説明す
る。下側壁体部２１の断熱材３２の上部には、下地桟木３７が設けられている。下地桟木
３７の全体の厚みは、断熱材３２と略同じ厚みである。本実施の形態では、断熱材３２と
下地桟木３７とで、通気層３３の屋内側に位置する内側面部材を構成する。
【００６５】
　下地桟木３７と中間梁２６との間には、下地合板３６が設けられている。窓部４１の下
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方位置において、下地合板３６の上端高さは、中間梁２６の上端高さと略同じである。こ
れに対し、柱被覆部４４の下方位置においては、下地合板３６は、図６に示した柱２４に
当接する下地合板４５と一体的に設けられていてもよい。なお、柱２４や中間梁２６など
の躯体部の屋外面に、下地合板３６，４５が存在しなくてもよい。
【００６６】
　下地桟木３７の上端高さ、すなわち内側面部材の上端高さは、中間梁２６の上端高さよ
り低い。外装面部材３１の上端高さも、中間梁２６の上端高さより低いが、下地桟木３７
よりも若干高い。
【００６７】
　水切部材２３は、下側壁体部２１の上方において屋外方向（正面側）に向かって斜め下
方に延びる被覆部５１と、被覆部５１の屋内側端部から上方に立ち上がる立上り部５２と
、被覆部５１の屋外側端部から下方に垂れ下がる垂下部５３とを含む。
【００６８】
　水切部材２３の被覆部５１と外装面部材３１の上端面との間には、隙間５０が設けられ
ている。この隙間５０によって、下側壁体部２１の通気層３３と屋外空間とが連通される
。
【００６９】
　立上り部５２は、中間梁２６に、下地合板３６を介してビス等により固定される。立上
り部５２は、窓部４１の取付け片４２ｃ上に重ねられた状態で固定されている。
【００７０】
　垂下部５３は、外装面部材３１の表面から少し離れた位置に配置される。図５および図
８に示されるように、外装面部材３１と垂下部５３との間に、所定間隔（たとえば５００
ｍｍピッチ）で、水抜き具５４が設けられている。水抜き具５４としては、窓サッシに取
り付ける部品として流通している部材を流用可能である。水抜き具５４は、外装面部材３
１の表面に当接するように配置されている。
【００７１】
　水抜き具５４の周囲には、シーリング材５５が設けられている。具体的には、シーリン
グ材５５は、湿式のシーリング材であり、水抜き具５４と垂下部５３との間、および、互
いに隣り合う水抜き具５４間に設けられる。各水抜き具５４は、水抜き孔を有しており、
この水抜き孔が、水切部材２３の通気口２３ａとして機能する。
【００７２】
　水切部材２３の垂下部５３と外装面部材３１との間の隙間がこのように構成されること
で、屋外空間から下側壁体部２１の上部への雨水の吹き込み防止と、下側壁体部２１の通
気性確保との双方を実現することができる。
【００７３】
　通気層３３よりも屋内側に配置された部材は防水性が求められるため、断熱材３２およ
び下地桟木３７の屋外面に、防水シート３８ａが設けられている。また、下地桟木３７の
上面と下地桟木３７の屋外面とに、Ｌ字状に折られた防水シート３８ｂが貼り付けられて
いる。防水シート３８ｂは、防水シート３８ａに重ねられる。これにより、何らかの原因
で水切部材２３の被覆部５１の下に水が浸入してきたとしても、下地桟木３７および断熱
材３２を防水することができる。
【００７４】
　上述のように、通気層３３は、隙間５０（および通気口２３ａ）を介して屋外空間と連
通する。そのため、２階外壁部１２の上部に、その全幅に亘ってインセットされた連窓４
０を設けた場合であっても、通気層３３内の空気の通気経路を確保することができる。し
たがって、下側壁体部２１の劣化を抑制することができる。
【００７５】
　なお、本実施の形態においては、図６に示されるように、柱被覆部４４と柱２４との間
に通気空間４７が設けられている。通気空間４７には、柱被覆部４４の下端部と水切部材
２３の被覆部５１の上面との間の隙間から、屋外の空気が取入れられる。柱被覆部４４の
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下端部の隙間から通気空間４７に取入れられた空気は、通気空間４７内を上昇し、軒天通
気口１５ａから排気されるように構成されている。
【００７６】
　これにより、本実施の形態によれば、上側壁体部２２の躯体部（上側柱２４２）の劣化
を抑制することもできる。通気空間４７に面する下地合板４５および取付け片４２ｄ，４
２ｅには、防水シート４８が貼り付けられることが望ましい。
【００７７】
　以上説明したように、本実施の形態の建物１によれば、軸組構造を複雑にすることなく
、意匠性の向上と外壁部１０の通気性の確保とを両立させることができる。
【００７８】
　さらに、本実施の形態では、２階外壁部１２に中間梁２６が設けられるため、下側壁体
部２１およびその支持体（躯体部）を、耐力壁として構成することができる。このことに
ついて、図９～図１１を用いて説明する。
【００７９】
　図９には、本実施の形態における２階外壁部１２の躯体部の構成（軸組構造）が模式的
に示されている。図１０および図１１には、それぞれ、比較例における特定階の外壁部１
１０の躯体部の構成が模式的に示されている。図１０および図１１の外壁部１１０の基本
構造は、図１６に示した公知の建物１００の外壁部１１０と同じであると仮定する。図９
には、通気層３３の空気の流れが、図１０および図１１には、通気層１３３の空気の流れ
が模式的に示されている。
【００８０】
　一般的には、図１０に示されるように、窓部１４１は非耐力壁９５に設けられる。その
ため、外壁部１１０の少なくとも一部を耐力壁９４としたい場合、窓部１４１は外壁部１
１０の横幅方向における一部分にしか設けることができない。すなわち、図１１に示され
るように、外壁部１１０の全幅に亘り連窓４０を設ける場合、通常は、外壁部１１０の全
てが非耐力壁９５として構成される。耐力壁９４は、一対の梁２５ａ，２５ｂと一対の柱
２４とで構成される枠体に、筋交などの耐力要素９４０を有している。
【００８１】
　これに対し、本実施の形態では、連窓４０は、中間梁２６と屋根梁２５ｂとの間に配置
されるため、下側壁体部２１およびその支持体の全体または一部を、自由に、耐力壁９４
とすることができる。その結果、建物１によれば、外壁部１０の躯体部の強度を向上させ
ることも可能となる。なお、図９に示す耐力壁９４は、図１０に示すような通常の耐力壁
９４よりも高さが低いため、「腰壁耐力壁」と称してもよい。
【００８２】
　（連窓の他の配置例について）
　連窓４０の他の配置例を、図１２および図１３に示す。
【００８３】
　図１２に示されるように、連窓４０は、正面側の外壁部１０（上側壁体部２２）にのみ
配置されていてもよい。つまり、図３に示したように、側方外壁部９１，９２に、正面側
のコーナーの窓部４１に隣接する側方窓部４１ｄ，４１ｅが設けられていなくてもよい。
あるいは、連窓４０が平面視においてＬ字状となるように、側方外壁部９１，９２のうち
の一方にのみ、側方窓部が設けられていてもよい。
【００８４】
　また、図１３に示されるように、正面側の外壁部１０に位置する連窓４０は、外壁部１
０の全幅に亘り設けられていなくてもよい。つまり、外壁部１０において、連窓４０の側
方位置には、下側壁体部２１と同じ構造の壁体部２２Ａが、下側壁体部２１と連続的に配
置されていてもよい。なお、この場合、壁体部２２Ａ内の通気層３３は、軒裏空間１６に
連通する。
【００８５】
　（変形例）
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　本実施の形態では、建物１の屋根１４が、最上階の上に位置する勾配屋根であることと
したが、下屋を有する建物においても、上述の２階外壁部１２の構造を適用可能である。
【００８６】
　図１４には、本実施の形態の変形例に係る建物１Ａの構成例が模式的に示されている。
図１４を参照して、建物１Ａは、最上階（２階）の屋根１４ａと、１階の室内空間の上方
に位置する下屋１４ｂとを備えている。下屋１４ｂは、２階外壁部１２Ａの下端部から正
面方向に突出する片流れ屋根（勾配屋根）であり、その軒天井１５が、１階外壁部１１Ａ
の上端に交差している。
【００８７】
　この場合、下屋１４ｂ下の１階外壁部１１Ａが、上述の下側壁体部２１と上側壁体部２
２とで構成されていてもよい。
【００８８】
　＜実施の形態２＞
　上記実施の形態１に係る建物は、平面視において略矩形形状のシンプルな形状であり、
正面外壁は、上述の外壁部１０のみによって構成されているとして説明した。これに対し
、本実施の形態に係る建物の正面外壁は、上述の外壁部１０の他に、外壁部１０の側方側
に位置する他の外壁部を有している。
【００８９】
　図１５は、実施の形態２に係る住宅の正面側の外観図である。住宅は、建物１Ｂとその
前方（正面方向）に位置する外構部４とを含む。
【００９０】
　建物１Ｂは、外観上、横幅方向において互いに隣接する第１の箱体２と第２の箱体３と
で構成されている。第１の箱体２は、実施の形態１で示した建物１と同様に、外壁部１０
と側方外壁部９１，９２とを有している。第２の箱体３の高さは、第１の箱体２と同じ高
さである。
【００９１】
　第２の箱体３は、正面側に外壁部６０を有している。本実施の形態では、第１の箱体２
の紙面右側の側方外壁部９２の横幅が、紙面左側の側方外壁部９１の横幅よりも短く、外
壁部６０は、第１の箱体２の側方外壁部９２と交差している。
【００９２】
　このように、建物１Ｂの正面外壁は、外壁部１０と、外壁部１０よりも奥側（後退した
位置）に配置された外壁部６０とで構成されている。外壁部６０の前方（正面方向）かつ
第１の箱体２の側方外壁部９２の側方に位置する空間に、庭が形成されている。
【００９３】
　第２の箱体３の屋根６３も、正面方向に向かって傾斜する勾配屋根である。そのため、
屋根６３は、外壁部６０の上端と交差する軒天井６４を有している。第２の箱体３の屋根
６３は、第１の箱体２の屋根１４と繋がっている。
【００９４】
　第２の箱体３の外壁部６０の２階部分には、略全面に窓が設けられた壁部６１と、イン
ナーバルコニー６５に面する壁部６２とが設けられている。壁部６１は、第１の箱体２の
側方外壁部９２に交差する。インナーバルコニー６５は、壁部６１の側方に位置しており
、インナーバルコニー６５の前端部には、上方に立ち上がる立壁部６６が設けられている
。立壁部６６の表面は、外壁部１０の外壁面（外装面部材３１の表面）と同じ素材および
色調で形成されている。
【００９５】
　ここで、立壁部６６の高さ寸法は、一般的なバルコニー用腰壁よりも高い。具体的には
、立壁部６６とその上の軒天井（バルコニー天井）６４との間の間隔（鉛直方向の距離）
Ｌ４は、第１の箱体２の上側壁体部２２（すなわち連窓４０）の高さ寸法Ｌ３と略同一で
ある。ここでの略同一とは、両者の寸法の差が１００ｍｍ以下であればよく、５０ｍｍ以
下であることが望ましい。
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【００９６】
　このように、住宅の建物１Ｂを正面側から見た場合、勾配屋根１４，６３の下に、２つ
のスリットが設けられたような印象を与えることができる。そのため、建物１Ｂ全体とし
て屋根１４，６３の浮遊感を演出することができる。
【００９７】
　さらに、本実施の形態では、建物１Ｂの前方に、屋根７６付きの外構部４が配置されて
いる。屋根７６もまた、勾配屋根であり、典型的には、正面方向に傾斜する片流れ屋根で
ある。
【００９８】
　外構部４は、屋根７６の下に、外構壁７１とガレージ７２とを有している。外構壁７１
とガレージ７２とは横幅方向において互いに離れて配置されている。外構壁７１は、外壁
部１０と略平行に配置されている。外構壁７１は、たとえば天然石壁で構成されている。
【００９９】
　ガレージ７２は、屋根７６の下面を構成する天井部（以下「外構天井」という）７７と
接しているのに対し、外構壁７１は、外構天井７７から離れている。外構壁７１の上の外
構天井７７は、外構壁７１の奥に配置された支持部材７３，７４によって下方から支持さ
れている。支持部材７３，７４は、袖壁であってもよいし、柱であってもよい。
【０１００】
　このように、図１５に示す住宅は、外構壁７１と外構天井７７との間にも、横幅方向に
延びるスリットが設けられたような外観構成となっている。したがって、建物１Ｂと外構
部４とに統一感が生じる。その結果、建物１Ｂと外構部４とを含めた住宅全体の意匠性を
向上させることができる。
【０１０１】
　また、存在感のある外構部４の屋根７６は、建物１Ｂから独立して設けられているため
、外構部４の高さを抑えることができる。また、全ての屋根１４ａ，１４ｂ，７６をなだ
らかな勾配の瓦屋根としている。したがって、本実施の形態の住宅によれば、日本の風景
と調和する、奥行きと品格のある街並みを造り出すことができる。
【０１０２】
　また、支持部材７３，７４のうち、外構部４の中央寄りの支持部材７４と、ガレージ７
２との間には、縦格子７５が設けられている。これにより、外部から住宅の庭への視線、
および、庭に面した窓への視線（つまり、その奥の居住空間への視線）を適度に抑制する
ことができる。したがって、意匠性を害することなく、プライバシー性を向上させること
ができる。
【０１０３】
　なお、以上説明した各実施の形態では、建物１が２階建てであることとしたが、１階建
であってもよいし、３階以上の建物であってもよい。いずれにしても、軒先に軒天井１５
を有する屋根の直下に位置する特定階の外壁部が、上述の下側壁体部２１および上側壁体
部２２を含んでいればよい。
【０１０４】
　また、上側壁体部２２が、連窓４０により構成されることとしたが、限定的ではない。
上側壁体部２２の表面が、下側壁体部２１の表面（外装面部材３１の表面）より後退した
位置に配置され、かつ、下側壁体部２１の表面とは素材および色調の少なくとも一方が異
なっていればよい。具体的には、上側壁体部２２の表面の色調は、下側壁体部２１の表面
よりも暗いことが望ましい。
【０１０５】
　また、下側壁体部２１の内側面部材が、主に断熱材３２により構成されることとしたが
、限定的ではない。
【０１０６】
　また、外壁部１０が建物１（１Ａ，１Ｂ）の正面側に配置されることとして説明したが
、限定的ではない。また、建物１は、木造でなくてもよい。建物１は、住宅以外の建物に
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【０１０７】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【０１０８】
　１，１Ａ，１Ｂ，１００　建物、２　第１の箱体、３　第２の箱体、４　外構部、１０
，６０，１１０　（正面側の）外壁部、１１，１１Ａ　１階外壁部、１２，１２Ａ　２階
外壁部、１３　玄関扉、１４，１４ａ，１４ｂ，６３，７６　勾配屋根、１５，６４　軒
天井、１５ａ　軒天通気口、１６　軒裏空間、２１　下側壁体部、２２　上側壁体部、２
３　水切部材、２４，２４１，２４２　柱、２５ａ，２５ｂ，２６　梁（梁部材）、３１
，１３１　外装面部材、３２，３９，１３２，１３９　断熱材、３３，１３３　通気層、
３４，４６　胴縁、３５，１３５　内装面部材、３６，４５　下地合板、３７　下地桟木
、３８ａ，３８ｂ，４８　防水シート、４０，１４０　連窓、４１，４１ａ～４１ｅ，１
４１　窓部、４２　サッシ、４２ａ　突出枠、４２ｂ，４２ｃ，４２ｄ，４２ｅ　取付け
片、４３　ガラス窓、４４　柱被覆部、４７　通気空間、５０　隙間、５１　被覆部、５
２　立上り部、５３　垂下部、５４　水抜き具、５５　シーリング材、６１，６２　壁部
、６５　インナーバルコニー、６６　立壁部、７１　外構壁、７２　ガレージ、７３，７
４，７４　支持部材、７５　縦格子、７７　外構天井、８０　室内空間、８１　床、８２
　天井、９１，９２　側方外壁部、９３　背面外壁部、９４　耐力壁、９５　非耐力壁、
９４０　耐力要素。

【図１】 【図２】
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【図１６】

【手続補正書】
【提出日】令和3年7月28日(2021.7.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定階の外壁部が、下側壁体部と、前記下側壁体部の上方、かつ、前記下側壁体部の表
面よりも後退した位置に配置された上側壁体部とを含み、
　前記下側壁体部は、屋外空間に面する外装面部材と、内側面部材と、前記外装面部材お
よび前記内側面部材の間に設けられた通気層とを含み、
　前記上側壁体部は、前記外壁部の横幅方向に沿って複数の窓部が連ねられた連窓を含み
、
　前記下側壁体部と前記上側壁体部との間に設けられた水切部材によって、前記通気層内
の空気が屋外空間に導かれる、建物。
【請求項２】
　特定階の外壁部が、下側壁体部と、前記下側壁体部の上方、かつ、前記下側壁体部の表
面よりも後退した位置に配置された上側壁体部とを含み、
　前記下側壁体部は、屋外空間に面する外装面部材と、内側面部材と、前記外装面部材お
よび前記内側面部材の間に設けられた通気層とを含み、
　前記上側壁体部は、前記外壁部の略全幅に亘って延在する少なくとも１つの窓部により
構成され、
　前記下側壁体部と前記上側壁体部との間に設けられた水切部材によって、前記通気層内
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の空気が屋外空間に導かれる、建物。
【請求項３】
　前記水切部材は、前記下側壁体部の上端部を覆い、前記外装面部材の表面位置よりも屋
外方向に突出する被覆部と、前記被覆部の屋外側端部から下方に垂れ下がる垂下部とを含
み、
　前記水切部材の前記垂下部と前記外装面部材の表面との間に、通気口が設けられている
、請求項１または２に記載の建物。
【請求項４】
　前記上側壁体部は、軒天井に交差し、
　前記上側壁体部は、前記窓部が固定される柱の屋外面を覆う柱被覆部と、前記柱被覆部
と前記柱との間に形成され、前記軒天井の軒裏空間に連通する通気空間とをさらに含む、
請求項１～３のいずれかに記載の建物。
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